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議案 

番号

98 平成２９年度千葉市一般会計補正予算（第２号） 別冊

99 平成２９年度千葉市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

100 平成２９年度千葉市病院事業会計補正予算（第２号） 別冊

101 千葉市市税条例の一部改正について 1

102
千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の制定
について

5

103 千葉市衛生関係手数料条例の一部改正について 7

104 千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 9

105 千葉市保育所設置管理条例の一部改正について 10

106 町の区域及び名称の変更について 12

107
千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町
村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について

16

108 工事請負契約について(液状化対策施設工事(磯辺３丁目２９－２工区)) 18

109 工事請負契約について(液状化対策施設工事(磯辺３丁目２９－３工区)) 19

110 工事請負契約について(千葉市営住宅小倉台団地建替建築主体工事) 20

111 損害賠償額の決定について 21

112 指定管理者の指定について（千葉市花園公民館ほか４６施設） 22

113 市道路線の認定及び廃止について 25

114 平成２８年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 34

115 決算の認定について(平成２８年度千葉市一般会計歳入歳出決算) 35

116
決算の認定について(平成２８年度千葉市国民健康保険事業特別会計歳入
歳出決算)

36

117
決算の認定について(平成２８年度千葉市介護保険事業特別会計歳入歳出
決算)

37

118
決算の認定について(平成２８年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計歳
入歳出決算)

38

119
決算の認定について(平成２８年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業
特別会計歳入歳出決算)

39

120
決算の認定について(平成２８年度千葉市霊園事業特別会計歳入歳出決
算)

40

121
決算の認定について(平成２８年度千葉市農業集落排水事業特別会計歳入
歳出決算)

41

平成２９年第３回千葉市議会定例会議案件名

議　　　　案　　　　件　　　　名 頁



議案 

番号
議　　　　案　　　　件　　　　名 頁

122
決算の認定について(平成２８年度千葉市競輪事業特別会計歳入歳出決
算)

42

123
決算の認定について(平成２８年度千葉市地方卸売市場事業特別会計歳入
歳出決算)

43

124
決算の認定について(平成２８年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別
会計歳入歳出決算)

44

125
決算の認定について(平成２８年度千葉市市街地再開発事業特別会計歳入
歳出決算)

45

126
決算の認定について(平成２８年度千葉市動物公園事業特別会計歳入歳出
決算)

46

127
決算の認定について(平成２８年度千葉市公共用地取得事業特別会計歳入
歳出決算)

47

128
決算の認定について(平成２８年度千葉市学校給食センター事業特別会計
歳入歳出決算）

48

129
決算の認定について(平成２８年度千葉市公債管理特別会計歳入歳出決
算）

49

130 決算の認定について(平成２８年度千葉市病院事業会計決算) 50

131 決算の認定について(平成２８年度千葉市下水道事業会計決算） 51

132 決算の認定について(平成２８年度千葉市水道事業会計決算) 52



議案第１０１号 

千葉市市税条例の一部改正について 

千葉市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとす

る。 

平成２９年９月５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市市税条例の一部を改正する条例 

千葉市市税条例（昭和４９年千葉市条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

 第１０条の２中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 

 第１３条中「１００分の６」を「１００分の８」に改める。 

 第１８条の８の次に次の１条を加える。 

（法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合） 

第１８条の９ 法第３４９条の３第２８項に規定する条例で定める割合

は、３分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２９項に規定する条例で定める割合は、３分の

１とする。 

３ 法第３４９条の３第３０項に規定する条例で定める割合は、３分の

１とする。 

 第２１条第１項中「第１５条の９」を「第１５条の１０」に改める。 

第２２条第１項中「第１５条の３第２項」を「第１５条の３第３項並

びに第１５条の３の２第４項及び第５項」に改め、同項第３号中「の区

分所有者全員の共有に属する共用部分」を削る。 

 第２３条の見出し及び同条第１項各号列記以外の部分中「あん分」を

「按分」に改め、同項第５号中「あん分する」を「按分する」に改め、

同条第２項各号列記以外の部分中「あん分」を「按分」に、「以後３年」

を「から起算して３年」に改め、「各年度」の次に「とし、法第３４９

条の３の３第１項に規定する被災市街地復興推進地域（第２６条の２に

おいて「被災市街地復興推進地域」という。）が定められた場合（避難

の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の
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翌年以後の年であるときを除く。同条において同じ。）には、当該被災

年度の翌年度から被災年の１月１日から起算して４年を経過する日を賦

課期日とする年度までの各年度とする。」を加え、同項第６号中「あん

分する」を「按分する」に改め、同条第３項中「あん分」を「按分」に

改める。 

 第２６条の２第１項中「以後３年」を「から起算して３年」に改め、

「各年度」の次に「とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合に

は、当該被災年度の翌年度から被災年の１月１日から起算して４年を経

過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。」を加え、同条第

２項中「以後３年」を「から起算して３年」に改め、「各年度分」の次

に「とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年

度の翌年度から被災年の１月１日から起算して４年を経過する日を賦課

期日とする年度までの各年度分とする。」を加える。 

附則第５条の見出し中「課税標準」の次に「及び税額」を加え、同条

第７項中「第１５条第３３項第１号」を「第１５条第３２項第１号」に

改め、同条第８項中「第１５条第３３項第２号」を「第１５条第３２項

第２号」に改め、同条第９項中「第１５条第３９項」を「第１５条第 

３７項」に改め、同条第１０項中「第１５条第４０項」を「第１５条第

４４項」に、「４分の３」を「３分の１」に改め、同条中第１１項を第

１２項とし、第１０項の次に次の１項を加える。 

11 法附則第１５条第４５項に規定する条例で定める割合は、３分の

２とする。 

 附則第６条第３項中「次項」を「以下この条（第５項を除く。）」に

改め、同条に次の３項を加える。 

５ 法附則第３０条第６項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動

車に対する第３０条第２号の規定の適用については、当該軽自動車が

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には平成３０年度分の軽自動車税に限り、当該軽

自動車が同年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には平成３１年度分の軽自動車税に限り、第２

項の表の左欄に掲げる同号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ
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ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

６ 法附則第３０条第７項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動

車に対する第３０条第２号の規定の適用については、当該軽自動車が

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には平成３０年度分の軽自動車税に限り、当該軽

自動車が同年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には平成３１年度分の軽自動車税に限り、第３

項の表の左欄に掲げる同号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

７ 法附則第３０条第８項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動

車（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第３０条第２

号の規定の適用については、当該軽自動車が平成２９年４月１日から

平成３０年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

平成３０年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が同年４月１日か

ら平成３１年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は平成３１年度分の軽自動車税に限り、第４項の表の左欄に掲げる同

号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年１月１日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１８条の８の次に１条を加える改正規定並びに第２１条第１項、

第２２条第１項、第２３条の見出し及び同条第１項から第３項まで

並びに第２６条の２第１項及び第２項の改正規定並びに附則第５条

の見出し及び同条第７項から第１０項までの改正規定、同条中第 

１１項を第１２項とし、第１０項の次に１項を加える改正規定、第

６条第３項の改正規定並びに同条に３項を加える改正規定並びに附

則第３条の規定 公布の日 

（２）第１０条の２の改正規定及び次条第１項の規定 平成３１年１月

１日 
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 （市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の第１０条の２の規定は、平成３１年度

以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３０年度分までの

個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ この条例による改正後の第１３条の規定は、平成３０年度以後の年

度分の個人の市民税について適用し、平成２９年度分までの個人の市

民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税及び都市計画税に関する経過措置） 

第３条 この条例による改正後の第１８条の９及び附則第５条第７項か

ら第１２項までの規定は、平成３０年度以後の年度分の固定資産税及

び都市計画税について適用し、平成２９年度分までの固定資産税及び

都市計画税については、なお従前の例による。 

２ この条例による改正後の第２３条第２項及び第２６条の２の規定は、

平成２８年４月１日以後に新たに発生した地方税法及び航空機燃料譲

与税法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２号。以下この項に

おいて「改正法」という。）による改正後の地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第３４９条の３の３第１項に規定する震災等により滅

失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課す

る平成２９年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適

用し、同日前に発生した改正法による改正前の同項に規定する震災等

により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対

して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例によ

る。 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

地方税法の一部改正に伴い、個人市民税の所得割の税率を改定する

とともに、固定資産税の課税標準の特例割合を定めるほか、所要の改

正を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第１０２号 

千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の

制定について 

千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例を次の

とおり制定するものとする。 

平成２９年９月５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

   千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号。

以下「法」という。）第１３条第１項に規定する国家戦略特別区域外

国人滞在施設経営事業に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （国家戦略特別区域法施行令第１２条第２号の条例で定める期間） 

第２条 国家戦略特別区域法施行令（平成２６年政令第９９号。以下

「令」という。）第１２条第２号の条例で定める期間は、３日とする。 

 （認定事業者の責務） 

第３条 法第１３条第４項に規定する認定事業者（以下「認定事業者」

という。）は、同項に規定する認定事業（以下「認定事業」という。）

の実施に当たっては、本市における法第９条第１項に規定する認定区

域計画の策定の趣旨を踏まえ、当該認定事業に係る令第１２条第１号

に規定する施設（以下「施設」という。）の滞在者（以下「滞在者」

という。）に対して、地域経済活動の活性化に資するため、本市の地

域資源を有効に活用した滞在型余暇活動に関する情報を提供するよう

努めなければならない。 

２ 認定事業者は、施設の見やすい場所に、規則で定めるところにより、

標識を掲げなければならない。  

３ 認定事業者は、施設について、火災その他の災害が発生した場合に

おける滞在者の安全の確保を図るために必要な措置を講じなければな

らない。 

４ 認定事業者は、滞在者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項、
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廃棄物の処理方法その他の施設の周辺地域の生活環境への悪影響の防

止に関し必要な事項について説明しなければならない。 

 （立入調査等） 

第４条 市長は、法第１３条第９項の規定の施行に必要な限度において、

その職員に、認定事業者の事務所又は施設に立ち入り、当該認定事業

者に係る認定事業の実施状況について調査させ、又は関係者に質問さ

せることができる。 

２ 前項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければ

ならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

してはならない。 

 （委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明  

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関し必要な事項を定め

るため、条例を制定しようとするものであります。 
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議案第１０３号 

千葉市衛生関係手数料条例の一部改正について 

千葉市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

平成２９年９月５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例 

千葉市衛生関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第１１号）の一部

を次のように改正する。 

別表中１１６の項を１１８の項とし、１１５の項を１１７の項とし、

１１４の項を１１６の項とし、１１３の項の次に次のように加える。 

114 国家戦略特別区域法

（ 平 成 ２ ５ 年 法 律 第  

１０７号）第１３条第１

項の規定に基づく国家戦

略特別区域外国人滞在施

設経営事業の特定認定の

申請に対する審査 

国家戦略特別区

域外国人滞在施

設経営事業特定

認定申請手数料 

２２，１００円 

115 国家戦略特別区域法

第１３条第５項の規定に

基づく国家戦略特別区域

外国人滞在施設経営事業

の内容等の変更の認定の

申請に対する審査 

国家戦略特別区

域外国人滞在施

設経営事業変更

認定申請手数料 

ア １０，９００円 

（認定事業に係る

施設について現地

調査を行う場合） 

イ  ２，６００円 

（その他の場合） 

   附 則 

この条例は、千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関す

る条例（平成２９年千葉市条例第  号）の施行の日から施行する。  
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定申請手数料等

を定めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第１０４号  

千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について  

千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。  

平成２９年９月５日提出  

千葉市長 熊 谷 俊 人  

千葉市条例第  号  

千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

千葉市病院事業の設置等に関する条例（昭和４３年千葉市条例第１２

号）の一部を次のように改正する。  

第３条第２項の表千葉市立海浜病院の項中「２８７床」を「２９３

床」に改める。  

附 則  

この条例は、平成２９年１０月１日から施行する。  

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

議 案 説 明  

海浜病院の病床数を変更するため、条例の一部を改正しようとする

ものであります。  
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議案第１０５号 

   千葉市保育所設置管理条例の一部改正について 

 千葉市保育所設置管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

   千葉市保育所設置管理条例の一部を改正する条例 

第１条 千葉市保育所設置管理条例（昭和３９年千葉市条例第２１号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条の表千葉市長沼原保育所の項中「千葉市稲毛区長沼原町  

２４２番地の２」を「千葉市稲毛区長沼原町２４２番地２」に改め、

同表千葉市神明保育所の項中「千葉市中央区神明町２７番地の６」を

「千葉市中央区神明町２７番地６」に改め、同表千葉市更科保育所の

項中「千葉市若葉区更科町２，０７３番地の２７」を「千葉市若葉区

更科町２０７３番地２７」に改め、同表千葉市長作保育所の項中「千

葉市花見川区長作町７３９番地の３」を「千葉市花見川区長作町  

７３９番地３」に改め、同表千葉市星久喜保育所の項中「千葉市中央

区星久喜町１，０６３番地の６」を「千葉市中央区星久喜町１０６３

番地６」に改め、同表千葉市生実保育所の項中「千葉市中央区生実町

１，９４０番地の１」を「千葉市中央区生実町１９４０番地１」に改

め、同表千葉市緑町保育所の項中「千葉市稲毛区緑町２丁目２２番１

号」を「千葉市稲毛区緑町２丁目３番１号」に改め、同表千葉市さつ

きが丘第一保育所の項中「千葉市花見川区さつきが丘２丁目３２番地

の１」を「千葉市花見川区さつきが丘２丁目３２番地１」に改め、同

表千葉市小深保育所の項中「千葉市稲毛区小深町２６１番地の７」を

「千葉市稲毛区小深町２６１番地７」に改め、同表千葉市浜野保育所

の項中「千葉市中央区浜野町１，３４６番地の５」を「千葉市中央区

浜野町１３４６番地５」に改め、同表千葉市園生保育所の項中「千葉

市稲毛区園生町１，３２５番地の１」を「千葉市稲毛区園生町   

１３２５番地１」に改め、同表千葉市川戸保育所の項中「千葉市中央
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区川戸町４２４番地の１」を「千葉市中央区川戸町４２４番地１」に

改め、同表千葉市宮野木保育所の項中「千葉市稲毛区園生町２３８番

地の５６」を「千葉市稲毛区園生町２３８番地５６」に改め、同表千

葉市幕張第三保育所の項中「千葉市花見川区幕張町３丁目７，７３０

番地の５」を「千葉市花見川区幕張町３丁目７７３０番地５」に改め、

同表千葉市さつきが丘第二保育所の項中「千葉市花見川区さつきが丘

１丁目３２番地の１」を「千葉市花見川区さつきが丘１丁目３２番地

１」に改め、同表千葉市多部田保育所の項中「千葉市若葉区多部田町

７５４番地の３９」を「千葉市若葉区多部田町７５４番地３９」に改

める。 

第２条 千葉市保育所設置管理条例の一部を次のように改正する。 

  第２条の表千葉市緑町保育所の項及び千葉市大森保育所の項を削る。 

   附 則 

 この条例のうち、第１条の規定（千葉市保育所設置管理条例第２条の

表千葉市緑町保育所の項の改正規定を除く。）は公布の日から、第１条

中千葉市保育所設置管理条例第２条の表千葉市緑町保育所の項の改正規

定は平成３０年４月１日から、第２条の規定は平成３１年４月１日から

施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

緑町保育所及び大森保育所を廃止するとともに、廃止するまでの間、

緑町保育所の位置を変更するほか、規定の整備を図るため、条例の一

部を改正しようとするものであります。 
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議案第１０６号 

   町の区域及び名称の変更について 

 市は、次のとおり緑区の町の区域及び名称を変更するものとする。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

 変更調書 

新 旧 
地      番 

町 名 町 名 

鎌取町 平山町 ２，０４８の１～２，０４８の３ ２，０４９

の１～２，０４９の３ 

辺田町 ５４の１～５４の３ ５４の１１～５４の１３ 

５４の１５ ５５の２ ５６ ５８の８ ５８

の１０ ６０ ６１の７～６１の１５ 

誉田町 

１丁目 

２の２～２の４ ３の１～３の６ ４の１ ４

の３  ４の４  ４の５の内  ５の３  ５の４ 

６の１ ６の３ ９の３の内 ９の４の内 ９

の７～９の９ １１の３ １１の４ １１の９ 

１１の１１ １２の５ 

及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部 

 

備考 上記の土地の表示は、平成２９年８月１７日現在の全部事項証明

書によるものである。 
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この位置図は平成２１年千葉市都市図を使用したものである。 

 

位 置 図 

変更区域  

 

辺田町 
鎌取町 

おゆみ野３丁目 

おゆみ野４丁目 

鎌取駅 

緑区役所 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  町の区域及び名称の変更について、地方自治法第２６０条第１項の

規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１０７号 

千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県

市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協

議について 

千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町

村総合事務組合規約の一部を改正する規約を次のとおり制定することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規

定により、関係地方公共団体と協議するものとする。 

平成２９年９月５日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約 

千葉県市町村総合事務組合規約（昭和３０年千葉県告示第４９６号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１項に次の１号を加える。 

（16）軽自動車税の賦課徴収に関する申告書（市町村へ直接提出され

るものを除く。）の受付 

別表第２に次のように加える。 

第３条第１項

第１６号に掲

げる事務 

千葉市 銚子市 市川市 船橋市 館山市 木更津市 

松戸市 野田市 茂原市 成田市 佐倉市 東金市 旭

市 習志野市 柏市 勝浦市 市原市 流山市 八千代

市 我孫子市 鴨川市 鎌ケ谷市 君津市 富津市 浦

安市  四街道市 袖ケ浦市  八街市  印西市  白井市 

富里市 南房総市 匝瑳市 香取市 山武市 いすみ市 

大網白里市 酒々井町 栄町 神崎町 多古町 東庄町 

九十九里町 芝山町 横芝光町 一宮町 睦沢町 長生

村 白子町 長柄町 長南町 大多喜町 御宿町 鋸南

町 

   附 則 

 この規約は、平成３０年４月１日から施行する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市

町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議につ

いて、地方自治法第２９０条の規定に基づき、議決を求めるものであ

ります。 
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議案第１０８号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 液状化対策施設工事（磯辺３丁目２９－２工区） 

２ 施工場所 千葉市美浜区磯辺３丁目地内 

３ 工事概要（１）管推進工一式 

      （２）人孔築造工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ９３９，６００，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から平成３１年１月３１日まで 

７ 請 負 者 千葉市緑区あすみが丘３丁目５７番地１ 

  森川・市原建設共同企業体 

 代表者 千葉市緑区あすみが丘３丁目５７番地１ 

森川建設株式会社 

           代表取締役 石 井 喜 義 

           千葉市美浜区幕張西３丁目１番１５号 

株式会社市原組 

           代表取締役 橋 本 和 記 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  液状化対策施設工事（磯辺３丁目２９－２工区）を行うための工事

請負契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１０９号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 液状化対策施設工事（磯辺３丁目２９－３工区） 

２ 施工場所 千葉市美浜区磯辺３丁目地内 

３ 工事概要（１）管推進工一式 

      （２）人孔築造工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ９１３，６８０，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から平成３１年１月３１日まで 

７ 請 負 者 千葉市美浜区幕張西３丁目１番１５号 

      市原・森川建設共同企業体 

 代表者 千葉市美浜区幕張西３丁目１番１５号 

株式会社市原組 

           代表取締役 橋 本 和 記 

           千葉市緑区あすみが丘３丁目５７番地１ 

森川建設株式会社 

           代表取締役 石 井 喜 義 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  液状化対策施設工事（磯辺３丁目２９－３工区）を行うための工事

請負契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１１０号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 千葉市営住宅小倉台団地建替建築主体工事 

２ 施工場所 千葉市若葉区小倉台４丁目１番 

３ 工事概要 鉄筋コンクリート造５階建１棟及び３階建１棟 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 １，０５６，２４０，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から５１０日間 

７ 請 負 者 千葉市中央区本町１丁目５番１２号 

  松栄・式田建設共同企業体 

 代表者 千葉市中央区本町１丁目５番１２号 

 松栄建設株式会社 

 代表取締役 松井 友蔵 

 千葉市若葉区殿台町９０番地１ 

 式田建設工業株式会社 

 代表取締役 式田 三樹雄 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉市営住宅小倉台団地建替建築主体工事を行うための工事請負契

約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１１１号 

   損害賠償額の決定について 

 市は、次のとおり損害賠償の額を定めるものとする。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 損害賠償額 

１３，２２５，６２６円 

２ 相手方 

千葉県八千代市在住の男性 外１名 

３ 事件の概要 

平成２７年５月８日に千葉市立海浜病院において行った心臓血管外

科手術後に多臓器不全を発症し患者が死亡した件について、手術リス

クに係る事前説明が不十分であったことにより生じた損害を賠償する

もの 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第９６条第１項第

１３号の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１１２号 

   指定管理者の指定について 

 市は、次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

施設の名称 指定管理者 指定期間 

千葉市花園公民館 千葉市中央区弁天３丁目７番７号 

公益財団法人千葉市教育振興財団 

理事長 河 野 正 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年4月1日から 

平成35年3月31日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市幕張公民館 

千葉市犢橋公民館 

千葉市黒砂公民館 

千葉市検見川公民館 

千葉市松ケ丘公民館 

千葉市轟公民館 

千葉市小中台公民館 

千葉市更科公民館 

千葉市稲毛公民館 

千葉市生浜公民館 

千葉市誉田公民館 

千葉市新宿公民館 

千葉市椎名公民館 

千葉市土気公民館 

千葉市宮崎公民館 

千葉市葛城公民館 

千葉市千城台公民館 

千葉市末広公民館 

千葉市白井公民館 

千葉市椿森公民館 

千葉市川戸公民館 

千葉市花見川公民館 
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千葉市加曽利公民館  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市星久喜公民館 

千葉市大宮公民館 

千葉市千草台公民館 

千葉市さつきが丘公民館 

千葉市こてはし台公民館 

千葉市草野公民館 

千葉市幕張西公民館 

千葉市みつわ台公民館 

千葉市長作公民館 

千葉市若松公民館 

千葉市磯辺公民館 

千葉市山王公民館 

千葉市都賀公民館 

千葉市緑が丘公民館 

千葉市稲浜公民館 

千葉市幸町公民館 

千葉市朝日ケ丘公民館 

千葉市高浜公民館 

千葉市越智公民館 

千葉市幕張本郷公民館 

千葉市桜木公民館 

千葉市打瀬公民館 

千葉市おゆみ野公民館 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉市花園公民館ほか４６施設の指定管理者を指定することについ

て、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める

ものであります。 
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議案第１１３号 

   市道路線の認定及び廃止について 

 市は、次のとおり市道路線を認定及び廃止するものとする。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

市道路線認定調書 

 

 

市道路線廃止調書 

 

 

整 理
番 号

路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点

1 小倉町２１４号線 小倉町地内 小倉町地内

2 大草町１１８号線 大草町地内 大草町地内

3 園生町２１８号線 園生町地内 園生町地内

4 幕張４９８号線 幕張町３丁目地内 幕張町３丁目地内

5 辺田町６６号線 辺田町地内 辺田町地内

6 高田町３０２号線 高田町地内 高田町地内

7 高田町３０３号線 高田町地内 高田町地内

8 高田町３０４号線 高田町地内 高田町地内

9 高田町３０５号線 高田町地内 高田町地内

10 高田町３０６号線 高田町地内 高田町地内

6

市道路線認定図番号

5

1

2

3

4

整 理

番 号
路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点 摘要

市 道 路 線

廃止図番号

1 桜木町５０号線 桜木町地内 桜木町地内 全部廃止

2 桜木町５１号線 桜木町地内 桜木町地内 全部廃止

3 桜木町５２号線 桜木町地内 桜木町地内 全部廃止

1
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整理番号①市道路線認定図1
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整理番号②市道路線認定図2
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I
整理番号③市道路線認定図3
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整理番号④市道路線認定図4
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整理番号⑤市道路線認定図5

’

’
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Ｉ

整理番号⑥～⑩市道路線認定図6

〔－

’
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整理番号①～③市道路線廃止図1
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  市道路線の認定及び廃止について、道路法第８条第２項及び第１０

条第３項の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１１４号 

   平成２８年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて 

 平成２８年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金３，４５６， 

２０３，１９６円のうち１，８４２，８８５，９６７円を減債積立金に

積み立て、１，６１３，３１７，２２９円を資本金へ組み入れるものと

する。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、議決を求めるも

のであります。
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議案第１１５号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市一般会計歳入歳出決算について、議会の認定を求

める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市一般会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市一般会計の決算について、地方自治法第２３３

条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。
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議案第１１６号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１  平成２８年度千葉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 (別冊 ) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市国民健康保険事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。 
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議案第１１７号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について、議

会の認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市介護保険事業特別会計の決算について、地方自

治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであ

ります。 
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議案第１１８号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算につい

て、議会の認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計の決算について、

地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるも

のであります。
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   129 

 

議案第１１９号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出

決算について、議会の認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳

出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の決算

について、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定

を求めるものであります。
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議案第１２０号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市霊園事業特別会計歳入歳出決算について、議会の

認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市霊園事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市霊園事業特別会計の決算について、地方自治法

第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでありま

す。
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議案第１２１号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市農業集落排水事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。
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議案第１２２号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市競輪事業特別会計歳入歳出決算について、議会の

認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市競輪事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市競輪事業特別会計の決算について、地方自治法

第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでありま

す。
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議案第１２３号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市地方卸売市場事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。
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議案第１２４号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

について、議会の認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計の決算につ

いて、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求

めるものであります。
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議案第１２５号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市市街地再開発事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。
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議案第１２６号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市動物公園事業特別会計歳入歳出決算について、議

会の認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市動物公園事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市動物公園事業特別会計の決算について、地方自

治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであ

ります。
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議案第１２７号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市公共用地取得事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。
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議案第１２８号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算につ

いて、議会の認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算

(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市学校給食センター事業特別会計の決算について、

地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるも

のであります。
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議案第１２９号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市公債管理特別会計歳入歳出決算について、議会の

認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市公債管理特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市公債管理特別会計の決算について、地方自治法

第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでありま

す。

 

 

49



 

議案第１３０号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市病院事業会計決算について、議会の認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市病院事業会計決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市病院事業会計の決算について、地方公営企業法

第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。
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議案第１３１号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市下水道事業会計決算について、議会の認定を求め

る。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市下水道事業会計決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市下水道事業会計の決算について、地方公営企業

法第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでありま

す。
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議案第１３２号 

   決算の認定について 

 平成２８年度千葉市水道事業会計決算について、議会の認定を求める。 

  平成２９年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 平成２８年度千葉市水道事業会計決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成２８年度千葉市水道事業会計の決算について、地方公営企業法

第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。
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